
一般財団法人戸田国際財団

1.重要な会計方針

（1）消費税等の会計処理
　　消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2.関連当事者との取引
関連当事者との取引の内容は次の通りです。

（注）役員の兼務等、科目、残高は該当事項がないため、記載しておりません。

　 （事業上の関係、取引条件及び取引条件の決定方針等）
コートジボワールにおける日本語教育及び日本文化普及事業の活動のために当法人が設立した
財団であり、その活動資金を支援しており、その額は毎年度理事会において決定しております。

　　該当する事項がないため、計上しておりません。

財務諸表に対する注記

　計算書類の付属明細書

被支配法人
Foundation
TODAbidjan

Abidjan Cote d'ivoire
日本語教育及び
日本文化普及

寄付 4,940,928

取引金額取引の内容種類 法人等の名称 住所 事業の内容


